
実験廃液の取扱いについて

令和２年度版

本学では、「下水道法」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及びその他生活環境を保全するための
法令等に基づき、公共下水道へ放流する排水の水質を規制し、並びに排除の規制を受ける有害物質を含
む廃液の適正な処理を行い、良好な環境の維持保全に寄与することを目的とした、「お茶の水女子大学廃
水管理規程」を定めています。さらに、放流水を規制するための具体的な下水排除基準及び廃液の貯留・
処理の方法については、「お茶の水女子大学廃水管理細則」も定めています。

このリーフレットは、この細則に基づいた各種実験廃液の一般的な取扱い・処理の仕方について、必要事
項を記しています。実験・研究にあたり、規制対象物質を使用する場合には、社会的責任が伴うことを自覚
して、安全で適正な処理を行ってください。

廃水管理委員会



廃液処理のフローチャート

　・廃液の処理は発生者自ら処理にあたること。（原点処理）

　・容器は原則として２０㍑容器（プラスチック製）とする。

　・「廃液管理票」を２部作成し、容器の側面に１部貼付け、１部

　　は廃液処理管理簿に綴じる。裏表紙をコピーして使用すること。

　・プラスチック容器は紫外線等により劣化するので、２年を経過

　　したら満杯にならなくても処理業者にだす。

　　貯留にあたっては、有機溶媒を混入させないこと。

　・内容物がはっきりしている廃薬品類は、その容器ごと処理業者にだす。

○シアン化合物

・苛性ソーダを加え、アルカリ性（pH10以上）にした後、貯留する。（絶対に酸性にしないこと。

操作はドラフト内で行う。）

・シアンとカドミウム、鉛、クロム、その他の重金属類が共存する場合の取扱いも同様である。

○水銀及びその化合物

・金属水銀は、排出してはならない。

・水銀塩を含む廃水は、希釈することなく貯留する。有機水銀を含む廃水は、硫酸酸性とし、重

クロム酸ソーダを加え、貯留する。

○砒素化合物

・そのまま貯留する。

○クロム、カドミウム、銅、亜鉛、鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、セレン、弗素及びその化合物

・これらを含む廃液は、希釈することなく貯留する。

○重金属を含む錯化合物

・苛性ソーダを加え、強アルカリ性（pH12以上）にした後、次亜鉛素酸ソーダを加えて放置分解

し、貯留する。

○濃厚酸アルカリ

・中和して排出する。（中和の検証は、リトマス試験紙で行う。特に中和に際しての発熱に注意

すること。）

○濃厚含油分

・遊離油分を含む排水は、水と油分を分離した後、油分は貯留する。

○有機燐化合物

・苛性ソーダを加え、アルカリ性（pH12以上）とし、24時間以上放置した後、中和し、多量（10

倍以上）の水と共に排出する。

○廃溶媒類（炭化水素類、アルコール類、ケトン類、アルデヒド類、エステル類、エーテル類、

脂肪酸類、アミン類、ハロゲン化合物等の有機化合物）

・ポリマーを含むものにあっては、水を加え撹拌してポリマーを析出させ、24時間以上放置し

た後、溶液を貯留する。

○有機溶媒、またはそれを含む廃液に限られる。

○含水溶媒廃液で二層に分かれているものは、必ず溶媒層だけにして収容する。

実験廃液

銅、錫、ニッケル、亜鉛などを含むもの

フェロシアンイオン、フェリシアンイオンも含

単体または一緒に保存

四塩化炭素、クロロホルム、TFAなど

アルコール、ベンゼン、トルエン、アセトニトリ
ル、アセトンなど

機械油、植物油

各廃液種別ごとに分類貯留する

無機廃液の処理方法

金属水銀、その他
の固体

危険物貯蔵庫に収容できるもの

無機廃液
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無機水銀廃液
アルキル水銀廃液
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（溶媒）

低沸点有機溶媒

高沸点油
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有機廃液の処理方法

カドミウム、六価クロム、鉛、砒素、





容器貼付用

　貯留開始  令和　　年　　月　　日 　貯留終了  令和　　年　　月　　日
　学部等

　 ・ 事務局　　・ 文教育学部　　・ 理学部　　・ 生活科学部　　・ 人間文化研究科　

　 ・ 生活環境研究センター　  ・ 保健管理センター　 　 ・　附属学校（　　　　　）　

　 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　内容物名

　特記事項

　無機廃液 　有機廃液

　 ・ 有害重金属廃液 　 ・ ハロゲン化物（溶媒）

　 ・ その他の重金属廃液 　 ・ 低沸点有機溶媒

　 ・ シアン系廃液 　 ・ 高沸点油

　 ・ 無機水銀廃液 　 ・ フェノール

　 ・ アルキル水銀廃液 　 ・ 有機燐

　 ・ その他（　　　　　　　　　　　　） 　 ・ その他（　　　　　　　　　　　　）

注記１）　該当するところを記入または○でかこむこと。

注記２）　本紙をコピーして使用すること。ホームページからもダウンロードできます．

管理簿用

　貯留開始  令和　　年　　月　　日 　貯留終了  令和　　年　　月　　日
　学部等

　 ・ 事務局　　・ 文教育学部　　・ 理学部　　・ 生活科学部　　・ 人間文化研究科　

　 ・ 生活環境研究センター　  ・ 保健管理センター　 　 ・　附属学校（　　　　　）　

　 ・ その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　内容物名

　特記事項

　無機廃液 　有機廃液

　 ・ 有害重金属廃液（内容物明記のこと） 　 ・ ハロゲン化物（溶媒）

　 ・ その他の重金属廃液（　　　〃　　　） 　 ・ 低沸点有機溶媒

　 ・ シアン系廃液 　 ・ 高沸点油

　 ・ 無機水銀廃液 　 ・ フェノール

　 ・ アルキル水銀廃液 　 ・ 有機燐

　 ・ その他（　　　　　　　　　　　　） 　 ・ その他（　　　　　　　　　　　　）

注記１）　該当するところを記入または○でかこむこと。

注記２）　本紙をコピーして使用すること。ホームページからもダウンロードできます．

お茶の水女子大学実験廃液管理票

廃液の量（㍑）

　学科名 　研究室名　　　　　　　　　　　　　　　内線

お茶の水女子大学実験廃液管理票

　学科名 　研究室名　　　　　　　　　　　　　　　内線

廃液の量（㍑）





 

下水道に流す前にルールを確認してください！ 

◎下水道法 

◎毒物及び劇物取締法 

◎廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

◎放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律 

◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

◎遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律（カルタヘナ法） 

 

試試試験験験研研研究究究機機機関関関、、、教教教育育育機機機関関関、、、

病病病院院院関関関係係係者者者ののの皆皆皆様様様へへへ   
 

下水道は海につながっています 

その排水は 流せますか？ 

問合せ先 東京都下水道局施設管理部排水設備課 03-5320-6585 


